
令和７年度埼玉県食品表示調査員 活動結果概要
（第１・２回目定期調査報告分）

計７０代６０代５０代４０代３０代２０代１０代

１００ 名１０名２４名２６名２１名９名８名２名人数

割 合報 告 件 数評 価 区 分

９６．８％１０１０件適正な表示がされていた

３．２％３３件不適正と思われる表示を確認した

１００．０％１０４３件合 計

食品表示法に基づく食品表示調査の第１回（７月）及び第２回（９月）の報告を集計し

ました。調査結果の概要は以下のとおりです。

（１）委嘱人数 １００名

（２）年齢構成

２ 調査・報告店舗数

１ 食品表示調査員数

２－１ 各店舗に対する調査員の評価

表示に関する評価

適正な表示がされていた 不適正な表示がされていた

報告件数
１０４３件

１０１０件
（９６．８％）

３３件
（３．２％）



２－２ 不適正と思われる表示があった店舗形態

２－３ 不適正と思われる表示の内容

不適正と思われる表示があった店舗形態

割 合報 告 件 数評 価 区 分
７２．７％２４件生鮮食品の原産地表示がない

９．１％３件生鮮食品の名称及び原産地表示がない

６．１％２件食品表示法以外の法令に抵触

１２．１％４件その他

１００．０％３３件合計

店舗形態 報告件数 割合

スーパー １９件

専門店 ６件

直売所 ２件

その他

合計 ３３件 １００．０％
６件

５７．６％

１８．２％

１８．２％

６．０％

不適正と思われる表示

があった店舗形態

スーパー 専門店 直売所 その他

６件
（１８．２％）

２件
（６．０％）

６件
（１８．２％）

報告件数
３３件

１９件
（５７．６％）

※小数点第２位以降は省略しています。

不適正と思われる表示の内容

原産地表示の欠落
名称及び原産地表示の欠落
食品表示法以外の法令に抵触
その他

２４件
（７２．７％）

４件
（１２．１％）

報告件数
３３件

３件
（９．１％）

２件
（６．１％）



２－４ 不適正と思われる表示があった店舗に対する対応

★ 食品表示法の規定では、食品を扱う店舗の業域（その店舗の事業展開の規模）に応じて、

調査や指導の権限を持つ行政機関が異なります。

①埼玉県内にとどまらず、他県にも展開している店舗⇒ 国の機関で対応

②埼玉県内にとどまるが、県内複数の市町村に展開している店舗⇒ 県が調査を実施

③埼玉県内の一つの市町村(一部を除く)にのみ展開している店舗⇒ その市町村で対応

★ 不適正表示に関する報告があった場合、その店舗に対する調査・指導の権限を持つ機関

に情報を提供し、その機関において適切な対応を行います。

★ 改善指導の内容としては、不適正表示が確認された店舗の責任者等に対して、名称、原

産地などの義務表示事項を必ず表示するよう指導するとともに、適正な表示がされている

ことを確認します。

また、食品表示基準に関するパンフレットを配布するなどし、適正な食品表示のための

普及啓発を行います。

不適正
表示
報告
件数

適正
報告
件数

報告数
合計

国機関
へ情報
提供

市町村へ
情報提供

県職員による調査件数

改善指導適正総数

１１件４件５件１３件１８件３３件１０１０件１０４３件


